
日国道利38号・国道国防第206号) 及び道路工事保安施設設置基 (案) (建設

省道路局国道第一課通知 昭和47年２月) に基づき, 安全対策を講じなれば

ならない｡

５. 受注者は, 交通誘導警備員について, 警備業法施行規則第38条による教育

の履歴者, 過去３年以内に建設業協会等が主催する建設工事の事故防止のた

めの安全講習会の受講者,あるいは交通誘導警備業務に係る１級又は２級の

検定合格警備員を配置するものとし, 教育の実施状況, 受講証の写し等の確

認できる資料を監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする｡

また,表1-1に示す路線及び区間で交通誘導警備業務を行わせる場合は,

警備業法(昭和47年７月５日法律第11  7  号) 第1  8条及び警備員の検定等

に関する規則(国家公安委員会規則第20号, 平成17年11月18日) 第２

条並びに福島県公安委員会告示第41号  (平成18年12月19日)に基づき, 交
通誘導警備業務に係る１級又は２級の検定合格警備員を１人以上配置しなけ

ればならない｡

６. 受注者は, 設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は, 設

計図書の定めに従い, 工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする｡

７. 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は, 受注者の責任に

おいて使用するものとする｡

８. 受注者は, 特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場

合においては, その定めに従うとともに, 関連する受注者と緊密に打合せ,

の責任区分を明らかにして使用するものとする｡

９. 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備

を保管してはならない｡ 受注者は, 毎日の作業終了時及び何らかの理由によ

り建設作業を中断するときには, 交通管理者協議で許可された常設作業帯内

を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去

しなくてはならない｡
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平成 28年 2月 1日以降起工適用 



平成 28年 1月 31日まで起工適用 

日国道利38号・国道国防第206号) 及び道路工事保安施設設置基 (案) (建設

省道路局国道第一課通知 昭和47年２月) に基づき, 安全対策を講じなれば

ならない｡

５. 受注者は, 交通誘導警備員について, 警備業法施行規則第38条による教育

の履歴者, 過去３年以内に建設業協会等が主催する建設工事の事故防止のた

めの安全講習会の受講者, あるいは交通誘導警備検定 (１級又は２級) の合

格者を配置するものとし, 教育の実施状況, 受講証の写し等の確認できる資

料を監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする｡

また, 以下の表に示す路線及び区間で交通誘導を行う場合は, 警備業法

(昭和47年７月５日法律第117号) 第18条及び警備員の検定等に関する規則

(国家公安委員会規則第20号, 平成17年11月18日) 第２条並びに福島県公安

委員会告示第41号 (平成18年12月19日) に基づき, 交通誘導警備検定 (１級

又は２級) の合格者を１人以上配置しなければならない｡

６. 受注者は, 設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は, 設

計図書の定めに従い, 工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする｡

７. 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は, 受注者の責任に

おいて使用するものとする｡

８. 受注者は, 特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場

合においては, その定めに従うとともに, 関連する受注者と緊密に打合せ,

の責任区分を明らかにして使用するものとする｡

９. 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備

を保管してはならない｡ 受注者は, 毎日の作業終了時及び何らかの理由によ

り建設作業を中断するときには, 交通管理者協議で許可された常設作業帯内

を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去

しなくてはならない｡
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指 定 路 線 区 間 施 行 月 日

自動車専用道路 福島空港・あぶくま南道路 供用区間 平成17年11月18日

福島県公安委員会
が必要と認める
道 路

国道４号

福島県全域 平成19年６月19日

国道６号

国道13号

国道49号

国道118号
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